
大村市立中学校における運動部活動の現状と課題（案）

学校教育課

１ 部活動の取扱い

平成２０年１月の中央教育審議会答申において、部活動が「中学校教育において果たしてきた意義や

役割を踏まえ、教育課程に関連する事項として、学習指導要領に記述することが必要」と指摘された。

これを受け、部活動の意義や留意点、配慮事項等が学習指導要領の総則に以下のように規定された。

中学校・解説（総則編）Ｐ７２・Ｐ７３参照

２ 大村市の現状

３ 地域移行の効果と課題 ４ 今後の方針及び考え方

生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動については、スポーツや文化及び科学等に親

しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等に資するものであり、学校教育の一環として、教

育課程との関連が図られるよう留意すること。その際、地域や学校の実態に応じ、地域の人々の協

力、社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を行うようにする

こと。

中学校学習指導要領第１章総則第４の２（１３）

部活動

教育活動の一環として実施

・指導要領に記載されている

・部活動ガイドラインの徹底

・各部に顧問を配置

・R3度から部活動指導員を配置

※卓球競技2名

社会体育

・部活動育成会の設置（各校で名称が違う）

・会長は各部の理事（保護者）から選出される

・学校長が顧問として携わる

・指導者は会長が任命する（外部指導者）

・顧問が指導する場合、指導者登録をする

・年度初めに入部手続きを行う

【メリット】

・教師（顧問）の負担が大幅に減少する

・専門性がある人から指導してもらえる

・地域が活性化する可能性がある

・複数校から集まりチームが編成できる

※部員不足でチームが組めない等

【デメリット】

・指導者の確保が困難

・平日と土日で違うチームに所属となる

・保護者の経済的負担が増える（財源確保）

・大会への参加制限（中総体）

・ガイドラインが徹底できない

・暴言・体罰が起こらないか

・責任は誰が負うのか

大村市ではすでに社会体育（学校外

活動）としての活動がなされている。

首都圏など人口が多く交通アクセスが

良いところでは、地域移行するメリッ

トがあるかもしれないが、地方では、

指導者の確保や移動方法等の問題があ

り、受け皿がない中、地域移行してし

まうと、活動自体が成り立たない可能

性がある。社会体育としての活動を継

続し、教職員の兼業兼務の承認や、県

や中体連と連携して、現状を分析し、

段階的に地域移行を導入していくこと

が望ましいと考える。












